
　

平
成
30
年
度
定
期
監
査
（
そ
の

２
）
を
実
施
し
た
結
果
の
概
要
を

次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

茂
原
市
監
査
委
員　

元
吉
敬
宇

茂
原
市
監
査
委
員　

金
坂
道
人

　

監
査
の
対
象
＝
市
民
部
生
活

課
・
市
民
課
・
国
保
年
金
課
・
健

康
管
理
課
、福
祉
部
社
会
福
祉
課
・

障
害
福
祉
課
・
高
齢
者
支
援
課
・

子
育
て
支
援
課
・
本
納
保
育
所
・

豊
田
保
育
所
・
町
保
保
育
所
、
経

済
環
境
部
農
政
課
・
商
工
観
光
課
・

環
境
保
全
課
／
監
査
の
期
間
＝
平

成
30
年
10
月
18
日
か
ら
12
月
４
日

ま
で
／
監
査
の
場
所
＝
茂
原
市
役

所
、
本
納
保
育
所
・
豊
田
保
育
所
・

町
保
保
育
所
／
監
査
の
方
法
＝
各

所
管
の
財
務
に
関
す
る
事
務
事
業

が
効
果
的
、
経
済
的
に
執
行
さ
れ

て
い
る
か
、
住
民
福
祉
の
増
進
に

努
め
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果

を
挙
げ
、
組
織
及
び
運
営
の
合
理

化
に
努
め
て
い
る
か
に
主
眼
を
置

き
、
提
出
さ
れ
た
資
料
・
関
係
諸

帳
簿
を
調
査
す
る
と
と
も
に
説
明

を
聴
取
す
る
こ
と
に
よ
り
実
施
し

た
。

　

ま
た
、
前
回
の
定
期
監
査
時
の

指
摘
事
項
が
改
善
さ
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
確
認
し
た
。

◆
監
査
の
結
果

　

計
画
さ
れ
た
事
務
事
業
は
順
調

に
進
行
し
て
お
り
、
関
係
諸
帳
簿

も
お
お
む
ね
適
切
に
処
理
さ
れ
て

い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

◆
意
見

　

事
務
事
業
の
執
行
状
況
に
関
す

る
意
見
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、

検
討
の
う
え
一
層
適
切
に
事
務
事

業
が
執
行
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

【
生
活
課
】

○
高
齢
者
の
交
通
安
全
対
策
に
つ

い
て
は
、
改
正
道
路
交
通
法
が
平

成
29
年
３
月
12
日
に
施
行
さ
れ
て

か
ら
１
年
半
が
経
過
し
た
が
、
特

に
リ
ス
ク
の
高
い
高
齢
運
転
者
に

対
し
て
、
運
転
免
許
証
返
納
に
伴

う
特
典
等
更
な
る
サ
ポ
ー
ト
体
制

の
充
実
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。
ま

た
、
平
成
30
年
９
月
か
ら
本
人
に

限
っ
て
い
た
運
転
免
許
証
の
返
納

が
代
理
人
で
も
可
能
に
な
っ
た
こ

と
か
ら
、
こ
の
制
度
の
周
知
に
努

め
ら
れ
た
い
。

○
自
転
車
の
交
通
安
全
対
策
に
つ

い
て
は
、
自
転
車
事
故
に
よ
る
高

額
な
損
害
賠
償
事
例
が
増
加
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
事
故
が
発
生
し

た
場
合
の
備
え
と
し
て
自
転
車
保

険
加
入
を
義
務
付
け
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
い
。

【
国
保
年
金
課
】

○
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
は
、

平
成
30
年
度
か
ら
財
政
運
営
の
主

体
を
市
町
村
か
ら
都
道
府
県
に
切

り
替
え
る
、
い
わ
ゆ
る
「
国
保
の

広
域
化
」
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
今
後
も
医
療
費
の
適
正
化

に
向
け
た
保
険
者
共
通
の
評
価
指

標
と
し
て
①
特
定
健
康
診
査
の
受

診
率
・
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率

の
向
上
②
糖
尿
病
等
の
重
症
化
予

防
③
加
入
者
に
対
す
る
予
防
及
び

健
康
づ
く
り
の
取
組
④
加
入
者
の

適
正
受
診
・
適
正
服
用
の
促
進
⑤

後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
）
の
使
用
促
進
等
保
険
者
努

力
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

【
健
康
管
理
課
・
保
健
セ
ン
タ
ー
】

○
妊
娠
か
ら
出
産
、
産
後
ま
で
の

切
れ
目
の
な
い
産
前
産
後
サ
ポ
ー

ト
に
つ
い
て
は
、
特
に
産
後
の
ケ

ア
体
制
と
し
て
母
親
や
家
族
が
安

心
し
て
子
育
て
を
行
え
る
環
境
整

備
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

【
社
会
福
祉
課
】

○
低
所
得
者
対
策
に
つ
い
て
は
、

「
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
」

の
一
部
改
正
が
平
成
30
年
10
月
１

日
に
施
行
さ
れ
、
支
援
の
柱
の
一

つ
で
あ
る
生
活
保
護
を
受
給
す
る

手
前
の
段
階
か
ら
困
窮
者
を
支
え

る
「
家
計
相
談
支
援
事
業
」
な
ど
、

生
活
困
窮
者
の
自
立
に
向
け
積
極

的
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

【
障
害
福
祉
課
】

○
「
障
害
者
差
別
解
消
法
」
に
基

づ
く
対
応
指
針
に
つ
い
て
、
事
業

所
（
会
社
、
店
舗
等
）
は
、
こ
の

国
が
策
定
し
た
指
針
を
参
考
に
障

害
者
差
別
解
消
に
向
け
て
自
主
的

に
取
り
組
む
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
事
業
所
が
適
切
に
対
応
で
き

る
よ
う
県
と
連
携
を
図
り
周
知
に

努
め
ら
れ
た
い
。

【
高
齢
者
支
援
課
】

○
訪
問
介
護
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
は
、
平
成
30
年
10
月

か
ら
介
護
度
に
応
じ
た
利
用
回
数

の
基
準
が
設
け
ら
れ
た
が
、
利
用

者
が
利
用
し
た
い
サ
ー
ビ
ス
を
適

正
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
ケ
ア
プ
ラ

ン
作
成
に
つ
い
て
事
業
者
の
指
導

を
行
う
と
と
も
に
、
利
用
者
に
対

し
て
制
度
の
周
知
を
図
ら
れ
た
い
。

ま
た
、
今
後
さ
ら
に
高
齢
化
が
進

み
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
高

齢
者
の
増
加
が
想
定
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
訪
問
介
護
や
通
所
介
護
等

様
々
な
サ
ー
ビ
ス
の
中
か
ら
利
用

者
本
人
や
環
境
に
応
じ
た
介
護
の

方
法
を
的
確
に
把
握
し
助
言
す
る

と
と
も
に
、
適
正
な
福
祉
施
策
の

推
進
に
努
め
ら
れ
た
い
。

【
子
育
て
支
援
課
・
各
保
育
所
】

○
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
は
、
少

子
化
を
抑
制
す
る
た
め
に
も
待
機

児
童
の
解
消
は
喫
緊
の
課
題
で
あ

り
、
安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育

て
る
環
境
整
備
に
向
け
た
更
な
る

取
組
に
努
め
ら
れ
た
い
。
ま
た
、

２
０
１
９
年
10
月
か
ら
幼
児
教

育
・
保
育
の
無
償
化
が
導
入
さ
れ

る
に
あ
た
り
地
方
自
治
体
へ
の
費

用
負
担
も
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

今
後
国
の
動
向
に
注
視
し
万
全
な

準
備
を
さ
れ
た
い
。

○
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
建
物
や

設
備
の
老
朽
化
が
見
受
け
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
安
全
性
を
考
慮
し
た

日
常
点
検
等
を
行
う
と
と
も
に
、

園
庭
遊
具
に
つ
い
て
も
危
険
な
遊

具
の
撤
去
、
又
は
使
用
制
限
す
る

な
ど
の
保
育
の
環
境
整
備
に
努
め

ら
れ
た
い
。

○
「（
仮
称
）北
部
・
南
部
認
定
こ

ど
も
園
」に
つ
い
て
は
、公
立
保
育

所
と
公
立
幼
稚
園
を
一
体
的
に
捉

え
、
施
設
の
安
全
・
安
心
を
確
保

し
つ
つ
、
す
べ
て
の
子
ど
も
に
質

の
良
い
教
育
・
保
育
を
提
供
す
る

た
め
に
早
期
開
園
に
向
け
た
更
な

る
施
策
の
推
進
に
努
め
ら
れ
た
い
。

【
農
政
課
】

○
農
業
施
策
に
つ
い
て
は
、「
環

監
査
結
果
の
公
表（
そ
の
２
）
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